
2

　
　

水
道
事
業
及
び

　
　
　

水
道
料
金
の
統
一

　

平
成
18
年
１
月
10
日
の
旧
本
庄

市
と
旧
児
玉
町
の
市
町
合
併
に
伴

う
、
平
成
17
年
３
月
21
日
調
印
の

「
合
併
協
定
書
」
に
、「
二
市
町
の

上
水
道
事
業
は
、
新
市
に
引
継
ぎ
、

合
併
後
速
や
か
に
統
合
す
る
。」、

ま
た
、「
水
道
料
金
は
、
合
併
時

に
お
け
る
料
金
を
新
市
に
引
継
ぎ
、

水
道
事
業
の
統
合
時
に
統
一
す

る
。」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、こ
の
「
合
併
協
定
書
」

に
基
づ
き
、
事
業
統
合
と
料
金
統

一
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
う
と

と
も
に
、
本
庄
市
水
道
事
業
（
主

に
本
庄
地
域
）
と
本
庄
市
児
玉
水

道
事
業
（
主
に
児
玉
地
域
）
の
二

つ
の
水
道
事
業
を
運
営
し
て
き
ま

し
た
。

　

水
道
事
業
の
統
合
に
向
け
た
具

体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
は
、
平

成
18
年
度
に
、
本
庄
市
水
道
事
業

と
本
庄
市
児
玉
水
道
事
業
の
施
設

等
の
現
状
の
把
握
を
行
い
、
そ
れ

ぞ
れ
の
水
道
事
業
の
課
題
等
を
抽

出
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
平
成
19
年
度
に
は
、

こ
の
課
題
等
の
解
決
の
た
め
の

「
本
庄
市
水
道
事
業
基
本
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
基
本
計

画
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
本
庄

市
の
水
道
事
業
が
、「
安
全
・
安
心
」

な
水
を
安
定
的
に
供
給
し
て
い
く

た
め
の
も
の
で
す
。

　

こ
の
基
本
計
画
を
踏
ま
え
、
今

年
の
４
月
１
日
か
ら
１
つ
の
「
本

庄
市
水
道
事
業
」
と
し
て
運
営
し

て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、

市
長
が
、
本
庄
市
水
道
事
業
審
議

会
に
「
水
道
料
金
の
統
一
」
に
つ

い
て
諮
問
し
、
平
成
20
年
10
月
に

答
申
が
出
さ
れ
、
こ
の
内
容
を
尊

重
し
た
料
金
統
一
案
が
、
12
月
の

市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
21
年
４
月

１
日
か
ら
、
本
庄
市
の
水
道
事
業

は
、
事
業
の
統
合
と
同
時
に
、
統

一
料
金
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
新
料
金
は
、
４
月
１
日

以
降
の
検
針
分
か
ら
適
用
に
な
り

ま
す
が
、
経
過
措
置
と
し
て
、
本

庄
市
水
道
事
業
区
域
内
の
使
用
者

で
、
３
月
31
日
以
前
か
ら
引
き
続

き
使
用
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、

４
月
及
び
５
月
検
針
分
は
、
旧
料

金
に
な
り
ま
す
。

※
手
数
料
に
つ
い
て
も
統
一
し
ま

す
。

※
加
入
金
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

新
料
金
の

　
　
　
　

考
え
方

　

水
道
事
業
の
経
営
基
本
原
則
は
、

「
独
立
採
算
制
」
で
あ
り
、
原
則

と
し
て
水
道
料
金
の
収
入
で
経
営

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
水
道
料
金
は
、
公
正
妥

当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

か
つ
、
効
率
的
な
経
営
の
も
と
で

の
適
正
な
原
価
を
基
礎
と
し
、
健

全
な
水
道
事
業
の
運
営
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
原

則
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
な
考
え

方
で
料
金
統
一
を
行
い
ま
し
た
。

　
　

６
つ
の

　
　
　

コ
ン
セ
プ
ト

◎　

一
つ
の
市
と
し
て
、
同
じ
市

　
　

民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
同
一

　
　

料
金
を
基
本
と
す
る
。

◎　

現
行
の
本
庄
市
水
道
事
業
の

　
　

料
金
体
系
を
基
本
と
す
る
。

◎　

安
定
し
た
安
心
・
安
全
な
水

　
　

道
水
供
給
に
向
け
た
ク
リ
プ

　
　

ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
（
※
）　

　

対
策
や
老
朽
管
・
老
朽
設
備　

　

の
更
新
、
地
震
等
の
災
害
へ　

　

の
対
応
の
た
め
の
事
業
を
実　

　

施
す
る
。

◎　

資
産
の
状
況
や
不
測
の
事
態

　
　

へ
の
対
応
等
を
考
慮
し
、
内

　
　

部
留
保
資
金
に
つ
い
て
一
定

　
　

額
を
確
保
す
る
。

◎　

企
業
債
の
適
正
な
活
用
に
よ

　
　

り
、
水
道
料
金
の
上
昇
を
抑

　
　

え
る
。

◎　

小
口
使
用
者
へ
配
慮
す
る
。

　

今
後
の
水
道
事
業
経
営
で
は
、

事
業
の
進
み
方
や
水
需
要
の
動
向
、

物
価
等
の
社
会
経
済
状
況
等
に
十

分
留
意
し
、
適
宜
、
中
長
期
の
財

政
収
支
計
画
を
見
直
し
て
い
き
ま

す
。

　

ま
た
、
民
間
委
託
等
の
導
入
に

よ
り
さ
ら
な
る
経
費
削
減
を
行
い
、

経
営
健
全
化
に
向
け
た
た
ゆ
ま
ぬ

努
力
と
、
安
全
・
安
心
な
水
道
水

の
安
定
供
給
を
行
い
、
水
道
料
金

を
負
担
い
た
だ
く
水
道
使
用
者
か

ら
の
信
頼
と
期
待
に
こ
た
え
て
い

き
ま
す
。

（
※
）

　

人
間
や
牛
な
ど
の
小
腸
に
寄
生

す
る
非
常
に
小
さ
な
原
虫
で
す
。

塩
素
消
毒
で
は
死
な
ず
、
感
染
す

る
と
下
痢
な
ど
の
症
状
を
引
き
起

こ
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　今後も安全な水を安定して供給するとともに、
経営の効率化、サービスの向上などに努めますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
　事業統合に伴い、料金が統一されますので、こ
れまでの経緯や新料金の考え方をお知らせします。

昭和６年に建てられ、児玉町近代化のシンボル
として親しまれている旧配水塔
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◇　新　料　金　表　（一般用）
基本料金（１か月の基本水量10㎥
　　　　 付き・税抜き）

超過料金（１㎥につき）
（税抜き）

口径 料金

11㎥～30㎥

31㎥～50㎥

51㎥～100㎥

101㎥～200㎥

201㎥以上

105円

125円

150円

170円

190円

13mm 680円
20mm（16mm含む） 990円
25mm 1,120円
30mm 2,500円
40mm 5,000円
50mm 7,500円
75mm 12,500円
100mm 18,750円
150mm以上 37,500円

※臨時用・私設消火栓・分水料金は廃止、浴場営業用は変更なし。
※算出した合計額に消費税率を乗じた際に、１円未満の端数が生 
じたときは、これを切り捨てる。   
※集合用についても、一般用に準ずる。

◇平均的な世帯の比較表
（口径13mmで２か月に50㎥使用・税込み）

現在の料金 新料金 増減
本庄市水道事業 3,832円

4,735円
903円

本庄市児玉水道事業 7,980円 ▲3,245円

◇新料金の計算例
・口径13mmで２か月に50㎥使用
　（１か月25㎥として計算）

基本料金：10㎥までの分／月 680円

超過料金：11㎥～30㎥／月
（15㎥×105円） 1,575円

１か月分料金① 2,255円

２か月分料金（①×２） 4,510円

消費税（５％） 225円

請求額（２か月分） 4,735円

◇手数料の統一

水道に関する証明 150円/件
に統一

開始手数料 廃止

休止手数料 廃止

私設消火栓の消防演習立会手数料 廃止

　※開始・休止手数料の廃止に伴い、
　児玉地域でも電話等で開始・休止
　の手続きができるようになります。

　
　

県
内
で

　
　
　

比
べ
て
み
る
と
…

　

本
庄
市
の
水
道
料
金
は
、
統
一

後
に
お
い
て
も
、
一
般
的
な
家
庭

で
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
口
径

13
㎜
の
基
本
料
金
（
基
本
水
量
10

㎥
付
き
）
で
は
、
埼
玉
県
内
で
一

番
安
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
庄
市
水
道
事
業
の
給
水

　
　
　
　

区
域
が
変
わ
り
ま
す　

　

４
月
１
日
か
ら
、
伊
勢
崎
市
水

道
事
業
で
あ
っ
た
伊
勢
崎
市
境
島

村
簡
易
水
道
事
業
の
給
水
区
域
が

本
庄
市
の
給
水
区
域
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、
取
り
扱
い
金
融

機
関
に
佐
波
伊
勢
崎
農
業
協
同
組

合
と
ア
イ
オ
ー
信
用
金
庫
が
加
わ

り
ま
す
。

★
水
道
課
☎
㉒
２
１
５
１

　

児
玉
水
道
課
☎
72
０
２
３
６　

公
共
下
水
道
も
４
月
１
日
か
ら
使

用
料
金
が
改
定
さ
れ
ま
す
。
加
入

し
て
い
る
人
は
、
次
ペ
ー
ジ
も
あ

わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　合併時からの懸案だった、本庄市水道事業と本
庄市児玉水道事業を統合するための条例が、昨年
の12月に開かれた市議会定例会で可決され、４月
１日から事業統合することになり、料金も市内統
一料金となります。

安全でおいしい水を安定して供給するため平成８年に
建設された都島浄水場

４月１日から
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